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岡山の一市民、被害者団体を名誉毀損で告訴 
平成２１年(ﾜ)第２４９号 損害賠償請求事件 

原告 能瀬英太郎 

被告 森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会 

岡山地裁、被告を叱る。2012.3.26 判決、 

「被告は批判されたからといって、原告

に人身攻撃で返す権利はない。」 
 

 

争点全部で、被告機関紙内容は事実・真実ではないと判定。 

被告による名誉毀損（不法）行為を認定 

損害賠償支払いを被告へ命令 
虚偽記載を招いた被告思考の土台を叱る 

 

  

判決文の原文との対照解説 
 

平成 24 年（2012）3 月 31 日 能瀬英太郎  

 

判決文本文 個人情報は伏せた コメント 

 

平成２１年(ﾜ)第２４９号 損害賠償請求事件 

原 告 能瀬 英太郎 

被 告 森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 裁判所は、被告が原告への攻撃に

あたって、唯一のよりどころとした「原

告の悪意」を真っ向から否定した。 

裁判所裁判所裁判所裁判所はははは、、、、被告主張被告主張被告主張被告主張のののの土台土台土台土台
をををを否定否定否定否定    
    なぜならなぜならなぜならなぜなら裁判所裁判所裁判所裁判所はははは、、、、争点争点争点争点のののの５５５５項目項目項目項目

すべてですべてですべてですべてで、、、、被告被告被告被告のウソをのウソをのウソをのウソを認定認定認定認定しししし、、、、最最最最

後後後後のもっとものもっとものもっとものもっとも重要重要重要重要なななな争点争点争点争点でででで、、、、違法性違法性違法性違法性

＝＝＝＝名誉毀損名誉毀損名誉毀損名誉毀損をををを認定認定認定認定したしたしたしたからであるからであるからであるからである。。。。    

        

    違法違法違法違法とされたのはとされたのはとされたのはとされたのは、、、、被告被告被告被告がすべてがすべてがすべてがすべて

のののの主張主張主張主張のののの土台土台土台土台ととととしたしたしたした「「「「原告原告原告原告のののの救済批救済批救済批救済批

判判判判をををを行行行行うううう動機動機動機動機」」」」のののの部分部分部分部分であるであるであるである。。。。「「「「原原原原

告告告告はははは被害者被害者被害者被害者のののの幸幸幸幸せなどねがっていせなどねがっていせなどねがっていせなどねがってい

ないないないない」」」」というというというという部分部分部分部分だだだだ。。。。    
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以下、判決文原本掲載 
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    裁判所裁判所裁判所裁判所はははは、、、、「「「「被告被告被告被告のいうようなのいうようなのいうようなのいうような動動動動

機機機機はははは、、、、原告原告原告原告にはにはにはには認認認認められないめられないめられないめられない」」」」とととと明明明明

確確確確にににに否定否定否定否定したしたしたした。。。。動機動機動機動機がががが否定否定否定否定されされされされ、、、、誤誤誤誤

りであるとりであるとりであるとりであると認定認定認定認定されされされされたということたということたということたということ

はははは、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、被告被告被告被告のののの主張主張主張主張ののののハシゴハシゴハシゴハシゴ

がががが根元根元根元根元からはずされたということからはずされたということからはずされたということからはずされたということ

でででで、、、、被告主張被告主張被告主張被告主張のののの全体全体全体全体がががが崩崩崩崩れたれたれたれたのだのだのだのだ。。。。    

““““蜃気楼蜃気楼蜃気楼蜃気楼でもでもでもでも見見見見たんじゃないのたんじゃないのたんじゃないのたんじゃないの？？？？””””

とととと被告被告被告被告はははは指摘指摘指摘指摘されたわけだされたわけだされたわけだされたわけだ。。。。    

    

    原告原告原告原告としてはとしてはとしてはとしては、、、、被告被告被告被告へのおへのおへのおへのお叱叱叱叱りはりはりはりは、、、、

まだまだまだまだ少少少少ないないないない、、、、とのとのとのとの不満不満不満不満はははは残残残残るるるる。。。。    

    だがだがだがだが、、、、前述前述前述前述のののの内容内容内容内容からからからから、、、、今次訴訟今次訴訟今次訴訟今次訴訟

判決判決判決判決はははは、、、、原告原告原告原告のののの圧倒的勝訴圧倒的勝訴圧倒的勝訴圧倒的勝訴であるとであるとであるとであると

のののの見方見方見方見方をををを各方面各方面各方面各方面からからからから頂頂頂頂いたいたいたいた。。。。素直素直素直素直にににに

喜喜喜喜びたいびたいびたいびたい。。。。だがだがだがだが、「、「、「、「勝勝勝勝ってってってって兜兜兜兜のののの緒緒緒緒をををを

しめよしめよしめよしめよ」」」」であるであるであるである。。。。    

    

    裁判所裁判所裁判所裁判所がががが認認認認めなかったのはめなかったのはめなかったのはめなかったのは、、、、機関紙機関紙機関紙機関紙

のののの主張主張主張主張のののの構成構成構成構成のののの土台部分土台部分土台部分土台部分でありでありでありであり、、、、これこれこれこれ

はははは重大重大重大重大なななな判断判断判断判断であるであるであるであるからからからから、、、、評価評価評価評価したしたしたした

いいいい。。。。    裁判所裁判所裁判所裁判所はははは、、、、市民市民市民市民・・・・国民国民国民国民からのからのからのからの批批批批

判判判判をををを、、、、ビロウなビロウなビロウなビロウな視点視点視点視点からからからから取取取取りりりり上上上上げげげげ、、、、人人人人

身攻撃身攻撃身攻撃身攻撃をををを行行行行ったったったった被告被告被告被告のののの根本的姿勢根本的姿勢根本的姿勢根本的姿勢をををを

叱叱叱叱ったったったった。。。。    

    今次訴訟今次訴訟今次訴訟今次訴訟はははは、、、、まさにそのまさにそのまさにそのまさにその点点点点がががが最最最最重要重要重要重要

ポイントであったポイントであったポイントであったポイントであった。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、被告被告被告被告はははは、、、、

原告原告原告原告のことをのことをのことをのことを、、、、意図的意図的意図的意図的にににに、、、、さもさもさもさも恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい

人物人物人物人物であるかのようにであるかのようにであるかのようにであるかのように描描描描きききき出出出出しししし、、、、原告原告原告原告

のののの主張主張主張主張をををを聞聞聞聞いてはいけないいてはいけないいてはいけないいてはいけない、、、、接触接触接触接触してしてしてして

はいけないはいけないはいけないはいけない人物人物人物人物であるかのようにであるかのようにであるかのようにであるかのように、、、、会会会会

員被害者員被害者員被害者員被害者にににに印象付印象付印象付印象付けるのがけるのがけるのがけるのが最大最大最大最大のののの目目目目

的的的的であったからだであったからだであったからだであったからだ。。。。    

    

    裁判所裁判所裁判所裁判所はははは、、、、そのそのそのそのようなようなようなような機関紙機関紙機関紙機関紙のののの書書書書きききき

っぷりをっぷりをっぷりをっぷりを断罪断罪断罪断罪することですることですることですることで、、、、被告被告被告被告のののの思考思考思考思考

方法方法方法方法そのものにそのものにそのものにそのものに、、、、ダメだしダメだしダメだしダメだしをををを行行行行いいいい、、、、公公公公

正議論正議論正議論正議論をををを擁護擁護擁護擁護ししししたのであるたのであるたのであるたのである。。。。    

    

    となるととなるととなるととなると、、、、原告原告原告原告のののの批批批批判判判判にににに応応応応えないえないえないえない、、、、問問問問

題題題題のののの機関紙機関紙機関紙機関紙のののの内容全体内容全体内容全体内容全体がががが、、、、無意味化無意味化無意味化無意味化

したことになるしたことになるしたことになるしたことになる。。。。    

    「「「「これからはこれからはこれからはこれからは、、、、国民国民国民国民へへへへ毒毒毒毒つくなつくなつくなつくな」「」「」「」「反論反論反論反論
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があるならがあるならがあるならがあるなら、、、、同同同同じテーマでじテーマでじテーマでじテーマで、、、、争点争点争点争点をはをはをはをは

ずさずずさずずさずずさず、、、、人格攻撃人格攻撃人格攻撃人格攻撃をせずにをせずにをせずにをせずに筋道筋道筋道筋道をををを通通通通しししし

ておこなえておこなえておこなえておこなえ」」」」というおというおというおというお仕置仕置仕置仕置きききき料料料料がががが２０２０２０２０万万万万

円円円円ということだろうということだろうということだろうということだろう。。。。（少し安すぎるとは思う

が、原告は寛容の精神から今判決を受け入れた。）    

 

 以下以下以下以下、、、、５５５５項目項目項目項目のののの請求請求請求請求（（（（争点争点争点争点））））（（（（赤囲赤囲赤囲赤囲みみみみ））））

すべてにすべてにすべてにすべてに関関関関してしてしてして、、、、裁判所裁判所裁判所裁判所はははは、、、、「「「「真実真実真実真実でででで

はないはないはないはない」」」」とととと断定断定断定断定したしたしたした。。。。（（（（青囲青囲青囲青囲みみみみ））））    

    

 判決は、４項目目までは、青囲みの

次に、「被告に不法行為は成立しな

い」と書いている。 

それは、こういうことである。 

「被告は確かに事実でないこと（ウソ）

を書いたが、被告機関紙の発行部数

は数千部と少ないから“名誉毀損まで

はかからない”」─という裁判所の微妙

な判断である。 

 裁判官によっても判断が分かれる領

域かもしれない。（※１） 検討プロセス

において事実誤認の部分も若干ある

が、原告としては、ここで、簡単に指摘

するにとどめようと思う。 

 

ただし、かつて広島の元ひかり協

会所長の山田氏や、倉敷市の榎

原氏、岡山の横田氏が、弁護士

会の人権擁護委員会へ人権救済

申し立てをした際、弁護士会は、

問題性をうすうす認めつつ、裁定

を避けた。弁護士会は、まだ、関

わりたくなかったのだろう。同会

は、被告を「部分社会」と表現し、

「部分社会への法理の適用は困

難」（実際は違う）という論理をもっ

て判断を出さなかった。つまり判

断を避けたのである。 

弱腰の一言につきるが、被告団

体は、この「弱腰」を逆手にとっ

て、「弁護士会でも自分たちが認

められた」というような他者へ誤解

を誘導する主張を展開し、被告

代理人は、弁護士にもかかわらず

「人権擁護委員会への申し立て
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は違法行為」といった内容の準備

書面を出した。この書面に弁護士

会としての釈明はないのだろう

か？ 

「弁護士会に相談することは違法

行為」だ、と弁護士が書くのも弁

護士法の精神では OK らしい。 

 

今後、「裁判所は原告の請求のう

ち一つしか認めなかったから、自

分たちが正しい」などという者がい

たら、それは判決文の解釈に慣

れていない人を見くびった更なる

欺罔行為に相応しい。被告が有

罪であることには変わりないから

だ。 

 被告がもし、このような無反省な

態度で進めば、再び、思いもかけ

ないところから問題が提起される

かもしれない。被告の態度に不信

感をもっている被害者は、実は非非非非

常常常常にににに多多多多いいいいのだ。 

 

 前述の理由から、判決文が悪用され

ないように、今後も原告は監視を続け

ていくが、具体的改革は、被害者家族

自身の手によってしか、なされないだ

ろう。 

 

 なお、森永ヒ素ミルク中毒事件史に

ついて、細かい部分で、被告の出した

膨大な文書にひきずられたと思われる

傾向（裁判所の悪意は認められない

が）が感じられるので、気になる部分を

指摘しておきたい。 

 

あの山のような被告の文書を読ま

れたご苦労には同情するしかない

が、あれだけいい加減な資料を

山と読まされてしまえば、史実と

食い違った方向へ引きづられてし

まうだろう。 

事実関係について、例えば、判決

文２０ｐで、森永告発が総会会場

で過激な活動をしたとの認識もそ

の一つである。「過激」という受け

止め方自体が、極めて主観的な
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ものであり、「森永告発」を集中的

内部統制を受ける、どこかの組織

と混同されたのか？ 国立大学の

教授陣も多数参加しており、その

方々は、いまも現役第一線で国

民のために働いているのだが、そ

ういった方々が被害者を救おうと

集った市民の集まりを、過激であ

るかのように印象づけることには、

くれぐれもご注意願いたい。 

 歴史の偽造は、全体主義の氾

濫や、公害加害企業の跳梁を招

き政策決断上での錯誤を導きか

ねないので細かく訂正しておく。 

 「過激」とはなんぞや。被害者

が、不買運動など現場第一線で

支援してくれた市民に「過激」とい

う言葉を未だに投げつけ続ける

恩知らず感覚もいかがなものか。 

 

 被告の論理からすれば、日本

小児科学会総会へ横断幕をもっ

て抗議に詰め掛けた被害者の親

たちも、過激な親となるのだろう。 

 被告の論理からすれば、被害

者の親が、国や森永へ行った交

渉や文書発信も、超過激な暴力

的行為ということになるのだろう。 

 被告の論理からすれば、被告

自身が、世話になった親に対して

８０年代に行った、あまたの文書

攻撃は超過激な粛清攻撃という

ことになるのであろう。 

 

 被告が歴史的に続けてきた被

害者家族への言論弾圧の具体的

事実の一つでも表に出れば、お

のずと裁判所も、「過激」や「言葉

の暴力」がご都合主義的に扱わ

れていることを衝撃をもって知る

ことになろう。 

 原告は、この部分は争点ではな

いと考え、敢えて裁判官を悩ます

論争に加わらないつもりだった

が、裁判所が被告の争点はずし

文書から一定の印象に誘導され

たとしたら、極めて残念である。  

 前述の危険性も認識しているの

で、事実を対置し、今後、その補
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足を行っていくつもりである。 

（※１） 

 被告機関紙の発行部数が数千

部であるから云々…をどうみるか

は微妙で、裁判官によっても判断

が大きく分かれるだろう。それだ

けでは弱いので、裁判所は、“機

関紙読者は、原告が鋭い批判を

していることをあらかじめ知ってい

るから、「機関紙読者に対しては

名誉は毀損されているとはいえな

いのではないか？”といったロジッ

クを展開しているようだ。  

 なかなか、微妙なところだ、と言

いたいが、この機関紙は、会員以

外にも発送されているのだ。会員

以外の組織でも伝播し更に多くの

人々が読むかもしれないのだ。判

決はそのことに触れていない。今

次判決は、「“伝搬性の理論”判

例─昭和 34 年 5 月 7 日最高裁

判所第一小法廷判決など─」に

は敢えて触れずに、被告に気を

使ってあげたというところか？ 

 つまり、裁判所は、「被告が仮に

“原告は被告をホメている”とでも

機関紙に書けば、名誉毀損にな

るかもしれない」といった論理を展

開した。名誉毀損の認定を少し

緩やかにした、ということだろう

か？ ただし、この緩やかな判断

を被告が喜ぶとしたら、それは筋

違いだ。判決は、被告を批判する

側にも適用される。したがって、公

益に関わる活動だと自画自賛す

る被告への批判は、批判者が、

倫理的な節度を遵守していれ

ば、今後、よりいっそう厳しく行わ

れてもかまわないということにな

る。このことを被告は良く自覚した

ほうが良い。 

 

 被告は、和解交渉にあたって、

なにを勘違いしたのか、原告に

「今後の言動に気をつけなさい」

といった本末転倒な主張を試み

たが、それはそっくり被告に返っ

てしまった。 

 被告がメンツを優先し、人権擁
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護委員会のケースと同じ愚を繰り

返すなら、またぞろ、同じトラブル

になるだろう。今後の言動に十分

注意を払うべきなのは、被告自身

なのだが…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←当裁判所の判断 

ここから判決内容の趣旨説明 

←裁判所の今判決についての解釈で

は、批判者や被批判者の言論内容に

ついて、「事実が真実であることの証

明がないときにも、行為者において上

記事実を真実と信ずるについて相当

の理由があれば、その故意又は過失

は否定されるのが相当であるところ」

と述べている。 

 被告の主張、メンツに配慮した内容

だ。少なくとも、被告の行動を大目に

みようとしたこの判決が気にいらず

に、被告が控訴でもしようものなら、

被告は、この判断は当然認めたこと

になるし、さらに、すべてを大目に見

ろという主張を展開することになる。 

 ここで被告自身が気がついていない

のは、その主張は、今後、被告を批判

する側にも適用許容されることになる

ことだ。従来と比べ物にならない厳し

い批判を被告は覚悟しなくてはならな

い。 

 要するに「自分に返ってくる」だけな

のである。 

←名誉毀損についての考え方（判

例傾向）についての「トレンド解

説」。 
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←文章①から文章⑤までが、争点となっ

た。それぞれの文章部分について、裁判

官は以下の順序で見解を述べている。 

 

文章番号 

 

  ↓ 

 

裁判官がチョイスした双方の見解 

 

  ↓ 

 

事実かどうかの裁判官の見解 

   

  ↓ 

 

それが名誉毀損の不法行為に当たるか

どうかの裁判官の意見 
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文書②文書②文書②文書②    

←裁判所、被告←裁判所、被告←裁判所、被告←裁判所、被告のウソを認定のウソを認定のウソを認定のウソを認定    

「…前野の前記証言は採用し難い「…前野の前記証言は採用し難い「…前野の前記証言は採用し難い「…前野の前記証言は採用し難い

…真実とは認められない…」…真実とは認められない…」…真実とは認められない…」…真実とは認められない…」とバッとバッとバッとバッ

サリ。サリ。サリ。サリ。    

←←←←文書①文書①文書①文書①    

裁判所、被告裁判所、被告裁判所、被告裁判所、被告のウソを認定のウソを認定のウソを認定のウソを認定    

    

「…原告が榎原を扇動していると被「…原告が榎原を扇動していると被「…原告が榎原を扇動していると被「…原告が榎原を扇動していると被

告が信じるにつき相当の理由があ告が信じるにつき相当の理由があ告が信じるにつき相当の理由があ告が信じるにつき相当の理由があ

ると認めることもできない…」とバッると認めることもできない…」とバッると認めることもできない…」とバッると認めることもできない…」とバッ

サリ。サリ。サリ。サリ。    

 

 

←【ちょっと一言】ここは、判決文もすこし変。と

ういか常識的に考えて変である。なんで原告

が、被害者による家族ぐるみの抗議行動を「と

めない」といけないのか？ 

これで、原告がしかられるのなら、原告は、特

高警察を演じないといけないことになる。裁判

官がこう考えているわけではないのだろうが、

読者には明らかに誤解を与える内容。和解協

議中では、被告自身が削除を申し出た箇所で

ある。それが復活している。 
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文書③論争のあり方文書③論争のあり方文書③論争のあり方文書③論争のあり方    においてもにおいてもにおいてもにおいても    

    

←裁判所、被告を叱る←裁判所、被告を叱る←裁判所、被告を叱る←裁判所、被告を叱る    

    

「…自ら「…自ら「…自ら「…自ら（注：被告を指す）の方針に合致の方針に合致の方針に合致の方針に合致

しないからといってそれを直ちに『誹しないからといってそれを直ちに『誹しないからといってそれを直ちに『誹しないからといってそれを直ちに『誹

謗中傷』と断じるのは、一般的には謗中傷』と断じるのは、一般的には謗中傷』と断じるのは、一般的には謗中傷』と断じるのは、一般的には

許されないというべきである。」とキッ許されないというべきである。」とキッ許されないというべきである。」とキッ許されないというべきである。」とキッ

パリ。パリ。パリ。パリ。    
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文書④文書④文書④文書④    

←裁判所、←裁判所、←裁判所、←裁判所、被告のウソを認定被告のウソを認定被告のウソを認定被告のウソを認定    

「…真実ではない事実の摘示ある「…真実ではない事実の摘示ある「…真実ではない事実の摘示ある「…真実ではない事実の摘示ある

いは真実に基づかない意見ないしいは真実に基づかない意見ないしいは真実に基づかない意見ないしいは真実に基づかない意見ないし

論評の表明…」とバッサリ。論評の表明…」とバッサリ。論評の表明…」とバッサリ。論評の表明…」とバッサリ。    

文書⑤文書⑤文書⑤文書⑤    

←裁判所、←裁判所、←裁判所、←裁判所、被告主張の大前提とな被告主張の大前提とな被告主張の大前提とな被告主張の大前提とな

る表現、すなる表現、すなる表現、すなる表現、すなわちわちわちわち    

    

「原告が『被害者（親族）』の願いや「原告が『被害者（親族）』の願いや「原告が『被害者（親族）』の願いや「原告が『被害者（親族）』の願いや

幸せを実現しようなどと思ってはい幸せを実現しようなどと思ってはい幸せを実現しようなどと思ってはい幸せを実現しようなどと思ってはい

ない」ない」ない」ない」    の尾篭の尾篭の尾篭の尾篭（びろう）な毒つき表現な毒つき表現な毒つき表現な毒つき表現

は人身攻撃の典型例としては人身攻撃の典型例としては人身攻撃の典型例としては人身攻撃の典型例として名誉毀名誉毀名誉毀名誉毀

損を認定。損を認定。損を認定。損を認定。    

    

「被告には、原告に対する名誉毀損「被告には、原告に対する名誉毀損「被告には、原告に対する名誉毀損「被告には、原告に対する名誉毀損

の不法行為が成立する」の不法行為が成立する」の不法行為が成立する」の不法行為が成立する」    

    

なぜか？なぜか？なぜか？なぜか？    そもそも原告は公益のそもそも原告は公益のそもそも原告は公益のそもそも原告は公益の

ために、被告のあり方を批判していために、被告のあり方を批判していために、被告のあり方を批判していために、被告のあり方を批判してい

るからである。被告は公益に関与るからである。被告は公益に関与るからである。被告は公益に関与るからである。被告は公益に関与

する側であり、被害者会員への忠する側であり、被害者会員への忠する側であり、被害者会員への忠する側であり、被害者会員への忠

実義務を実義務を実義務を実義務を、、、、もっと誠実に果たすべきもっと誠実に果たすべきもっと誠実に果たすべきもっと誠実に果たすべき

だと、判断されているのだ。だと、判断されているのだ。だと、判断されているのだ。だと、判断されているのだ。    

    

被告は猛省すべきだ。被告は猛省すべきだ。被告は猛省すべきだ。被告は猛省すべきだ。    

←【ちょっと一言】 

「原告が被害者に近づいた」？ 

榎原氏は、「自分から能瀬さんに事情を

教えたのだ」といった内容の証言を法廷

でもしているのだが、裁判所は、この証

言をお忘れになったのか？ 

ただまあ、これ自体、あまり意味の無い

議論…。 

ここからが実質的なここからが実質的なここからが実質的なここからが実質的な

有罪判決の内容有罪判決の内容有罪判決の内容有罪判決の内容    
原告は、原告は、原告は、原告は、被告のメンツも被告のメンツも被告のメンツも被告のメンツも考え、考え、考え、考え、このこのこのこの評評評評

価価価価書を書を書を書を今まで公開しなかった。だが、今まで公開しなかった。だが、今まで公開しなかった。だが、今まで公開しなかった。だが、

被告は控訴した被告は控訴した被告は控訴した被告は控訴した（3.29）。。。。これだけ被告これだけ被告これだけ被告これだけ被告

のメンツに配慮した判決にも不服なよのメンツに配慮した判決にも不服なよのメンツに配慮した判決にも不服なよのメンツに配慮した判決にも不服なよ

うだ。自分からうだ。自分からうだ。自分からうだ。自分から不利な不利な不利な不利な判決判決判決判決だと認めただと認めただと認めただと認めた

ののののなら、なら、なら、なら、対外的にも対外的にも対外的にも対外的にも不当判決と不当判決と不当判決と不当判決と言えば言えば言えば言えば

いいいいいいいいし、機関紙にもし、機関紙にもし、機関紙にもし、機関紙にもそうそうそうそう書けばいい書けばいい書けばいい書けばいい。。。。    

                                ↓↓↓↓    
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